
 

 

『 家庭・地域・社会との連携・協働 』 ・・・具現化した「ねらい」 
  

１ 「２年生職場体験学習」 について （受け入れ先の皆さま、ありがとうございました）                                       
   保護者の皆さまや川越町関係機関の皆さま、地域企業関係者の皆さまのご協力とご支援と力強いサポートのおか

げで・・・。心から感謝申し上げます。２年生の子どもたちは、感謝の想いを持って、そして自分の大切な学びの２
日間として、一生懸命に体験先で取り組んでくれました！＜本日から川越中ホームページでも更新していきます＞ 

【 ２日間お世話になりました 「６１の職場体験受け入れ施設（昨年度より３つの受入れ事業所増） 】 

【 職場体験学習受け入れ施設 】 生徒数 【 職場体験学習受け入れ施設 】 生徒数 【 職場体験学習受け入れ施設 】 生徒数 

リンガーハットイオン北店 ２ 川越町おひさま児童館 ３ 銀河電機工業 ２ 

ラーメン横綱 川越店 ２ ホンダカーズ三重東朝日店 ２ (株)ミツボシ ２ 

ラーメンちゃん 朝日本店 ２ リブネット ４ プラトンホテル ２ 

モスバーガー 朝日店 ２ 四日市市立博物館 ２ ディオワールド ４ 

丸源ラーメン 川越店 ３ 四日市北消防署 朝日川越分署 ４ サイクルベース あさひ川越店 ２ 

マックスバリュー 川越店 ３ 北部浄化センター ４ オートバックス 朝日店 ３ 

ブロンコビリー 川越店 ２ 川越郵便局 ２ アソビックス ２ 

花ぜん 川越店 ２ CCNet 北勢局 ３ ヤマダ電機 みえ朝日店 ２ 

トライアル みえ朝日店 ３ よつばの里 ２ 翠豊園 ２ 

とも舎 ３ ぽっかぽっか堂 ２ キグナス石油ゼロシステム川越SS ２ 

セブンイレブン天カ須賀店 １ 川越町社協 ふれあいデイサービス ３ 川越自動車学校 ３ 

スターバックスイオン北店 ３ ながぬま接骨院 ２ 伊井運輸 ２ 

サガミ 羽津店 ２ 富田浜病院 ３ 樋口建築 ２ 

オークワ みえ朝日店 ３ デイサービスセンターこばると ２ 三洋堂書店 富田店 ２ 

一刻魁堂 朝日店 ２ いのうえ動物病院 ２ 朝日町 あさひライブラリー ３ 

北部保育所 ８ ㈱トモ ２ HAIR MAKE Pulse ２ 

ひばり保育園 ４ リスドール ２ EDGE HAIR ３ 

南部保育所 ２ マンマルシステム ２ カインズ 三重川越インター店 ３ 

中部保育所 ３ 富貴堂 ３ 川越中学校 ８ 

川越南小学校 ４ 舘燃糸㈱ ３ ※川越中では受入れ事業所がお休みであったり、校

内サポートるーむで学ぶ子どもたちの学び場とした 川越北小学校 ３ ユニクロ 三重川越店 ３ 

【 ２年生の保護者の皆さまはじめ、受け入れ関係施設の皆さまへ（感謝とお礼） 】              
コロナ禍明けの昨年度、４年ぶりに実施した「職場体験学習」。キャリア教育の一環としての「職場体験学習」を
今年度も２年生で継続して実施させていただきました。保護者の皆さまや川越町関係機関の皆さま、地域企業関係
者の皆さまのご協力とご支援と力強いサポートのおかげで、２年生生徒１６４名が「職場体験学習」という学校教
育だけでは学ぶことのできない『大切な生き方についての大切な学び』をさせていただきました。心から感謝申し
上げます。川越町を中心に、近隣の朝日町、四日市市をはじめとする、昨年度より３つの受入れ事業所増の『６１
の受け入れ施設』の皆さまの職場体験学習を引き受けていただきました。２年生の生徒たちは感謝の想いを胸に一
生懸命に精一杯に２日間の日程に取り組んでくれました。６１もの受け入れ施設の多くの皆さまの大切な想いを感
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※ 家庭・地域・社会との連携・協働・・・「 地域教育力の活用 」 地域の皆さまに支えられて 
 

■ コロナ禍明けから２年連続実施をした『 ２年生 職場体験学習 』での学び。感謝とお礼。 

■ 三重弁護士会の先生方による、３年生道徳授業『 法教育授業 』での学び。川越町の大切な授業 



じながら全力で頑張った２年生の子どもたちは、この貴重な学びを今後に必ず活かしてくれるものと思います。                                        
保護者の皆さまには、２日間の「職場体験学習」に向けての準備やお弁当作りなど子どもたちの大切な学習を後押
ししていただき心から感謝いたします。また、本日の職場体験学習を迎えるにあたって、職場体験の引き受けにつ
いて、保護者の皆さまのお勤め先など、体験先の確保に大変ご尽力をいただいたことも、学年主任の石田先生から
も聴かせていただいています。関係企業や施設の皆さまの多大なるお力添えはもちろんこと、保護者の皆さまのご
理解とご協力があってこそ２年連続での２年生職場体験学習だった思います。本当に感謝とお礼を申し上げます。 

【 子どもたちの個人新聞の言葉から 】                                       
二日間の職場体験学を通して、私は前と比べて積極的に話せるようになったと思います。スタバでは、人と人とのつなが
り、関わりをとても大切にしていました。私も学校などで、人と積極的に関わっていきたいです。大切なことの中の
「COURAGE（勇気・度胸など）」・「JOY（喜び）」を特に意識して、勇気をもって物事に向き合い、楽しむことを力に
して最高の力を引き出せるようにしたいです。（２年生女子生徒） 
【 川越南小学校 佐藤校⾧から、次のような小学校低学年の保護者の方からの言葉を紹介いただきました 】              
小学校低学年の保護者の方から、連絡帳の中にこのような言葉が記してあったとの報告をいただきました。      

 

２ 『 弁護士先生による「３年生法教育授業』中立的なものの考え方や話し合い
の大切さを学ぶ。道徳授業として、刑事事件の模擬裁判体験。議論し考える。 

  「被告人は有罪なのか？！」 「無罪なのか？！」様々な議論から見えてくるもの 

このような弁護士先生と担任の先生のコラボ授業のスタートは、三重県で川越中学校が初めてなのです。
川越町の中学校と小学校で三重弁護士会弁護士先生の道徳授業としての「法教育授業」がなぜはじまったの？ 

川越町と三重弁護士会は８年前に三重県内で初めて「法教育推進に関する協定」を結びました。川越町の記録
によると、自治体と弁護士会が協定を結んでの取り組みは全国で初めて。三重弁護士会と川越町は、『中立的な
ものの考え方や話し合いの大切さを学ぶこと』を大切にしています。８月の夏休み中から川越町教育委員会と三
重弁護士会、そして川越中学校３年生の先生たちで「法教育授業」を具体的に進めるための打ち合わせを重ねて
きました。その内容が、今回の「架空の窃盗事件を題材にした刑事事件の模擬裁判」の授業です。 

９月２６日（木）３・４限目。三重弁護士会から弁
護士の９名の先生を講師としてお招きし「法教育の出
前授業」に取り組みました。子どもたちに「法的なも
のの考え方」や、道徳授業としての主として「集団や
社会とのかかわりに関すること」の内容としての「遵
法精神、公聴心」「公正、公平」についての考え方を
学ぶことをねらいとしています。『話し合いで物事を
解決してほしい』『両方の立場の話を聴いてほしい』
『議論することの大切さ』を弁護士のみなさんが、法
教育の授業を通して、子どもたちに伝えてくれまし
た。中でも、『正解はなく多様な意見がありうるこ
と、人の話を聴き、自分の意見を述べて１つの結論を
出すことが大切』であるという言葉が印象的でした。
教室を「法廷」として見立て、子どもたちや担任の先
生を裁判⾧の立場で、裁判官の立場で、検察官の立場
で、弁護人の立場で、そして被告人の立場になって模

擬裁判を楽しく学びました。学習班になって「有罪」か「「無罪」の結論と、主な理由を発表しながらみんな
が思考をフルに活用し意見交流しながら考えをまとめていきました。わかりやすい言葉を選び、法的な根拠を
基にした考え方を丁寧に教えていただきました。本当に感謝の言葉しかありません。ありがとうございました。 


